
（鳥居原園地）

：行為許可が必要となる条例対象区域 鳥居原駐車場

鳥居原トイレ

階段

湖畔庭園

旧つるばら園

旧つるばら園

岬の展望台

あずまや

鳥居原ふれあいの館

噴水

パーゴラ

位置図（宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地条例区域図）

県道64号線

あいかわ公園

清川

※区域の外の施設については、別途各施設

管理者へご相談ください。


